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阪南市集団検（健）診事業（がん検診等）業務委託仕様書 

 
１．目的 

阪南市（以下、「発注者」という。）では、「健康増進法」、国が定める「がん予防重点健康教育

及びがん検診実施のための指針」、「高齢者の医療の確保に関する法律」、「予防接種法」等に基

づき、各がん検診及び特定健康診査、並びに各種検（健）診、後期高齢者医療健康診査（以下、

「検（健）診」という。）を実施し、疾病の早期発見・早期治療につなげるとともに、受診率が

向上するよう、検（健）診の受付方法や実施の方法などにおいて、市民が受診しやすい環境づ

くりに取り組んでいる。今後も、さらなる市民の健康の保持増進、疾病の早期発見・早期治療

につなげるため、より一層の受診率向上をめざし、発注者の方針や状況に応じた事業展開がで

きる経験豊富な実施機関へ業務委託し、事業実施することを目的とする。 

 

２．委託業務 

本仕様書は、保健センターでの集団検（健）診を対象とした業務とする。 

ア）肺がん検診（結核検診含む）、石綿読影の精度に係る調査（以下「石綿検診」という。）

（喀痰細胞診検査を含む） 

イ）胃がん検診 

ウ）大腸がん検診 

エ）乳がん検診 

オ）子宮がん検診 

カ）若年者健康診査（国保加入以外）（以下「若年者健診（国保外）」という。） 

キ）特定健康診査非対象者健康診査（以下「非対象者健診」という。） 

ク）肝炎ウイルス検診 

ケ）風しん追加的対策業務  

コ）骨粗しょう症検診 

 

３．法の遵守等   

（１）上記業務を実施するにあたり、「健康増進法」、「予防接種法」等、関係法令を遵守すること。 

（２）国が定める「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」、「健康増進事業実施

要領」、「肝炎ウイルス検診等実施要領」に基づき実施すること。 

（３）「石綿による健康被害の救済に関する法律」及び「石綿読影の精度に係る調査計画書」に基

づき実施すること。 

（４）「昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日 までの間に生まれた男性を対象に実施する 

風しんの抗体検査及び予防接種法第５条第１項の規定に基づく風しんの第５期の定期接種

の実施に向けた手引き」に基づき実施すること。 

 
 



2 
 

４．委託期間 

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

５．実施場所 

阪南市立保健センター 

 

６．実施回数・想定人数 

実施時期等は 5月～3月の間に実施すること。 

※カ）～ケ）の各検（健）診等については、6月～1月 31 日の間とする。 

※保健センター開館時間：8時 45 分〜17 時 15 分 

※他の検（健）診とのセット検（健）診の場合であっても、受付から終了まで１人あたりの

所要時間を９０分以内になるよう努めること。 

  ※検（健）診受付開始時間は、原則、午前は９時・午後は１時からとする。 

【実施回数】 

別紙、日程表（参考１）を参考とする。原則、各実施項目において、別紙よりも回数及び同日

受診日が減少しないものとする。また、土曜日１日・日曜日２日以上の実施日を設定する。 

※骨粗しょう症検診は、単独実施とする。 

【想定人数】 

ア）肺がん検診（結核検診含む）・石綿検診：1,900 人／年 

うち、250 人／年は、喀痰細胞診検査とセット、 

30 人／年は、石綿検診 

イ）胃がん検診：1,200 人／年 

ウ）大腸がん検診：1,800 人／年 

エ）乳がん検診（１方向）：900 人／年 

    （２方向）：250 人／年  

オ）子宮がん検診：650 人／年 

カ）若年者健診（国保以外）：20 人／年 

キ）非対象者健診：5人／年 

ク）肝炎ウイルス検診：240 人／年（特定健診・後期高齢者健診受診時に同時実施） 

ケ）風しん追加的対策業務：20 人／年（特定健診受診時に同時実施） 

コ）骨粗しょう症検診：100 人／年 

 

７．対象者 

ア）肺がん検診（結核検診含む）・石綿検診：４０歳以上で当該年度内に受診しておらず、

受診当日に阪南市に住所を有する人 

（石綿検診：阪南市民で、本人か家族が石綿に関わる仕事をしていた人、石綿を取り

扱う工場等の近くに居住していた人など、石綿ばく露の不安がある人） 
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喀痰細胞診検査：５０歳以上で喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）６００以上の

人。※喀痰細胞診検査のみでの受検は不可。 

イ）胃がん検診：４０歳以上で当該年度内に受診しておらず、かつ当該年度の前年度に市

が実施する胃内視鏡検査を受診していない、受診当日に阪南市に住所を有する人 

ウ）大腸がん検診：４０歳以上で当該年度内に受診しておらず、受診当日に阪南市に住所

を有する人 

エ）乳がん検診：４０歳以上で当該年度の前年度以降、市が実施する乳がん検診を受診し

ておらず、受診当日に阪南市に住所を有する人 

オ）子宮がん検診：２０歳以上で当該年度の前年度以降、市が実施する子宮がん検診を受

診しておらず、受診当日に阪南市に住所を有する人 

カ）若年者健診（国保外）：当該年度中に２０歳から３９歳に到達する、受診当日に阪南市

に住所を有する人 

キ）非対象者健診：当該年度中に４０歳以上となる、受診当日に阪南市に住所を有する生

活保護受給者 

ク）肝炎ウイルス検診：４０歳以上で、過去に肝炎ウイルス検査をしておらず、受診当日

に阪南市に住所を有する人 

ケ）風しん追加的対策業務（特定健診時のみ）：昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 54 年 4 月 1

日までの間に生まれ、受診当日に阪南市に住所を有する男性 

コ）骨粗しょう症検診：当該年度に４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０歳に到達す

る女性で、受診当日に阪南市に住所を有する人 

 

８．業務内容 

（１）準備等 

実施に伴う必要器具・物品の準備、業務に携わるスタッフの確保、当日の設営、受付事務、

会場整理、受診者案内、後片付け等は受注者が責任をもって行うこと。本業務を受託するに

あたり、受注者に所属する責任者を定めることとする。なお、検（健）診業務履行に際して、

責任者が常駐しない場合は、代理責任者を定めて、検（健）診が安全・的確に実施できるよ

う統括すること。 

また、検（健）診受診者への配付物については、事前に内容等を発注者と協議すること。 

（２）検査当日受付 

当日の受診者リスト（発注者が準備）をもとに健康保険被保険者証などで本人及び資格の

確認を行い、対象外の人への検（健）診は行わないこと。 

対象外と判明した場合は受診できない理由（検診日時点で対象年齢ではない、受診条件に

合致しない等）を説明し、別日程の案内が可能な場合はその旨を本人に伝え、予約を行うた

め発注者職員に報告すること。また、健康手帳の発行を受けたことのない人若しくは再発行

が必要な人に対し、健康手帳（発注者が準備）を発行する。（なお、健康手帳には受診する検

（健）診項目に日付印と「阪南市」印を押印する。) 
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（３）受診者の負担金徴収と減免について 

受診者から「各種検（健）診受診者負担金」（別紙１）に記載の一部自己負担金を徴収する。

ただし、阪南市国民健康保険加入者（骨粗しょう症検診は除く）及び直近に発行された生活

保護受給者証明書を持参した人は、一部自己負担金を徴収しない。 

なお、万一徴収誤りがあった場合は、受注者が責任をもって受診者から徴収または全額を

補填すること。 

（４）問診 

１）検（健）診の問診を下記項目について聴取するとともに必要に応じて受診勧奨等を行う

こと。 

ア）肺がん検診（結核検診含む）・石綿検診：喫煙歴及び喫煙指数、職歴、血痰の有無及び

妊娠の可能性の有無を必ず聴取し、かつ、過去の検診の受診状況等を聴取する。また最

近 6 か月以内の血痰など自覚症状のある場合には、検診ではなく速やかに専門機関への受

診を勧奨すること。 

  ※石綿検診対象者には、事前に市が郵送した調査票の記載内容を確認すること。 

※当日の石綿検診対象者には、調査票の記入を促す。 

イ）胃がん検診：現在の症状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状況等を聴取する。  

ウ）大腸がん検診：現在の症状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状況等を聴取する。  

エ）乳がん検診：現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項、既往歴、家族歴、過去の検診

の受診状況等を聴取する。 

オ）子宮がん検診：不正性器出血等の現在の症状、月経及び分娩・妊娠等に関する事項、

既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取する。また、症状（体がんの症状を含む）

のある者には、適切な医療機関への受診を勧奨すること。 

カ）若年者健診（国保外）：現在の生活習慣や自覚症状、受療の状況や服薬状況等を聴取す 

る。 

キ）非対象者健診：現在の生活習慣や自覚症状、受療の状況や服薬状況等を聴取する。 

ク）肝炎ウイルス検診：病歴（肝臓）、手術歴、受診歴等を聴取する。 

ケ）風しん追加的対策業務の抗体検査：風しん罹患歴、抗体検査受診歴、予防接種歴等を 

聴取する。 

コ）骨粗しょう症検診：現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取す 

る。 

２）問診終了後、順路について案内すること。 

（５）検（健）診の実施内容等について 

   ア）肺がん検診（結核検診含む）・石綿検診 

    （別紙２－１）（別紙２－２）（資料１）参照 

   イ）胃がん検診 

    （別紙３）参照 
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   ウ）大腸がん検診 

    （別紙４）参照 

エ）乳がん検診 

（別紙５）参照 

   オ）子宮がん検診 

（別紙６）参照 

カ）若年者健診（国保外） キ）非対象者健診 

    （別紙７）参照 

ク）肝炎ウイルス検診（特定健診・後期高齢者健診受診時に同時実施） 

血液検査において HBs 抗原検査、HCV 抗体検査を実施すること。また HCV 抗体検査の

結果で、中力価及び低力価の者については、HCV-RNA 検査を実施すること。 

   ケ）風しん追加的対策業務（特定健診受診時に同時実施） 

    （別紙８）参照 

   コ）骨粗しょう症検診 

    （別紙９）参照 

   上記検（健）診を実施するにあたり、X 線撮影不良や検体不良等があった場合は、検（健） 

診が完遂できるように努めること。 

（６）受診者への説明・案内・確認等 

   以下の内容について、受診者に説明・案内・確認等を行うこと。 

１）検（健）診は発注者が受注者に委託して行うものであり、結果は発注者において把握す

ることや個人情報の取扱いなどについて、十分な説明を行うこと。 

２）検（健）診の受診対象者でないことが後日判明した場合は、検（健）診費用の実費請求

が必要となることについて説明し、対象者であることの確認を確実に行うこと。 

３）検（健）診内容・注意事項の説明、受診者誘導については表示物などを用いて行うこと。

４）検（健）診結果は書面で受診者に郵送により通知することを伝える。 

５）喫煙者・乳がん検診受診者には、指導パンフレット等（受注者が発注者に内容を確認し 

準備すること）を配付し、禁煙及び防煙指導、ブレスト・アウェアネス（乳房自己触診

等）等、生活習慣病予防に関する正しい知識、の啓発普及を行うこと。 

６）がん検診受診者には、受注者が作成し用意するチラシを配付し、熟読するように促すこ

と。チラシには、検査結果に異常がみられ、「要治療」「要精密検査」「要再検査」の指示

が出された場合には、必ず医療機関を受診する旨を明記するとともに、対象者に説明す

ること。また、「要精密検査」については、市から受診者に対し医療機関の受診が必要な

旨を電話連絡する。 

７）風しん追加的対策業務の抗体検査の対象者にはクーポン券と共に案内文を渡し、接種医

療機関を案内すること。 

８）検（健）診受診は継続して受診することが重要であることを説明すること。ただし、症

状がある場合は市の検（健）診ではなく、速やかに専門機関への受診勧奨を行うこと。 
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９）予定の検査項目がすべて終了しているかを確認すること。 

（７）記録の保存 

１）標本は、５年間保存のこと。 

２）問診記録・検（健）診結果は、５年間保存のこと。 

３）本市からの依頼があれば速やかに提供すること。 

４）本市が指示した保存期間を経過した場合は、遅滞なく廃棄すること。 

 

９．検（健）診当日の安全管理を含む実施体制及び苦情・事故等の対応 

業務にあたっては、マニュアルを作成のうえ、事前打ち合わせ時に発注者に提出し、点検

を受けること。また、受診者の安全管理に努め、資機材、薬品その他の危険物の取扱い及び

保管等に配慮すること。 

検（健）診場所には責任管理者をおき、受診の際の安全管理を徹底し、混雑や緊急時に対応

できる体制（業務時間の延長などによる対応など）を全日程でとり、受診者からの苦情及び検

（健）診受診中の事故が発生しないように努めること。 

万一、苦情および事故が発生した際には受注者が誠意をもって対応し、問題解決を図るとと

もに、対応状況について速やかに発注者担当者に報告すること。対応後は、苦情又は事故内容

の経緯も含め、受注者の用意した様式に記録し、再発防止策と併せて提出すること。 

採血時のトラブル（痛み・腫れ等）、胃バリウムの誤嚥ケースについては検（健）診終了後に

問い合わせがあるので、その場合は受注者でも対応（相談、説明等）ができる体制を整えてお

くこと。 

 

１０．検（健）診結果について 

受注者は発注者の指定する様式・電子媒体により毎月検（健）診結果判明後速やか（４週間

以内）に結果を発注者に報告の上、検査を受けるものとする。 

至急、医療機関受診が必要な場合など、郵送による報告より早く結果を知らせる必要がある

場合は、発注者へ連絡すること。また、その場合の結果は速やかに発注者へ郵送すること。 

要精密検査者については、結果を速やかに（遅くとも受診から４週間以内）に発注者へ郵送

すること。 

要精密検査以外の者の結果通知書については、受注者から直接、４週間以内に受診者に郵送

すること。異常値を示している項目、異常値の程度及び異常値が持つ意義等を受診者に分かり

やすく記載すること。 

また、発送作業においては、個人情報の取扱いに十分注意し、誤封入・誤発送のないように

すること。万一、誤封入・誤発送が起こった場合は、速やかに発注者に報告するとともに、対

応について、発注者と協議すること。 

石綿検診対象者については、一次読影後、異常ありの場合、石綿読影の精度に係る調査計画

書に基づき、紹介状と結果報告書を作成し、異常なしの者とともに発注者に郵送すること。 

骨粗しょう症検診については、検診結果データは２部作成し、当日に受診者に渡すこと。同
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時に発注者の保健指導コーナーへ案内すること。保健指導コーナーは、発注者が準備する。 

なお、検（健）診結果の再発行の申し出が受診者よりなされた場合には、発注者の要請のも

と、それに応じた結果通知書を発行すること。 

 

１１．各種帳票提出 

検（健）診実施担当、結果集計担当など各部門の責任者は、帳票が適正であるか必ず確認の

上、４週間以内に提出すること。 

発注者に対して下記の帳票を提出すること。 

・各がん検診の受診日別に受診結果、要精密検査の要否などが記載された一覧 

・各がん検診の受診日別要精密検査者一覧 

・若年者健診（国保以外）・非対象者健診の受診日別に受診結果などが記載された個票 

・骨粗しょう症検診の受診日別に受診結果、要精密検査の要否などが記載された一覧 

・肝炎ウイルス検査の受診日別に受診結果、要精密検査の要否などが記載された一覧 

・風しん追加的対策業務の抗体検査結果については国保連合会と調整すること。 

 

１２．検（健）診データの作成・提出 

各がん検診については地域保健・健康増進事業報告に記載できる内容に基づき電子データを

作成し、電子データを収録した磁気媒体を発注者に提出すること。なお、提出は当月分を翌月

末日までとする。 

また、データの作成にあたっては、発注者が業務委託するシステム業者と受注者が調整のう

え、本市健康管理システムの仕様に沿った形式で作成すること。 

石綿検診については、（資料１）「石綿読影の精度に係る調査計画書」に基づいた様式で作成

し、提出すること。 

 

１３．経費負担の範囲 

業務に必要な資機材、消耗品、印刷費、交通費、通信費、その他の費用は、特別な記載がある

場合を除き、受注者の負担とする。 

ただし、検（健）診に係る本仕様履行のための経費のうち、発注者への請求が妥当と考えら

れるものについては、本業務委託に係る事業者選定時の見積金額として算出しておくこと。 

また、採便容器、喀痰容器等の単価が決まっているものについては、未使用品の返品が可能

かを検討すること。 

 

１４．委託料の請求・支払い 

（１）委託料は、各検（健）診の契約単価（消費税込み、円未満切り捨て）にそれぞれの出来高

（受診件数）を乗じた額とし、必要に応じて人件費や通信費用などの諸経費を加算したもの

を事業終了後に各検（健）診ごと次に定める方法により発注者に請求すること。 

ただし、一部自己負担金を徴収すべき者の請求は、契約単価から一部自己負担金相当額を
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減額すること。検（健）診当日に徴収した一部自己負担金は、受注者の収入とする。また、関

係法令や発注者の規則改正等で委託料の変更が必要な場合は、協議するものとする。 

１）各がん検診、若年者健診（国保外）、非対象者健診、肝炎ウイルス検診、骨粗しょう症検

診については、発注者に請求すること。 

２）風しん追加的対策の抗体検査については、国保連合会に直接請求すること。 

（２）発注者は請求書を受理してから、その内容を点検し、適当と認めた時は３０日以内に受注

者に当該金額を支払うものとする。 

 

１５．がん検診事業評価・精度管理に関する検討 

（１）別紙２～別紙６「がん検診精度管理項目」に基づいて自施設の精度管理をすべてに該当す

るように努めること。 

（２）都道府県がプロセス指標（受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度）

に基づく検討ができるようデータを管理する。また自施設のプロセス指標値の把握に努める

こと。 

（３）発注者へのがん検診の集計・報告は基本的に「精度管理基礎調査」などに対応できる内容

で集計することとし、精度管理を評価するためのプロセス指標としての項目（受診率、要精

検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度）が集計できる十分なデータを報告するこ

と。 

（４）精密検査方法及び精密検査（治療）（内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所

見と病理組織検査結果など）について、阪南市や泉佐野泉南医師会から求められた項目の積

極的な把握に努めること。 

（５）発注者が求めた場合は、精度管理連絡会等へ出席すること。 

 

１６．業務の実施に関する打合せ等 

精度管理と業務を円滑に遂行するため、実施に関わる検討会や連絡会等に参加するとともに、

本仕様書並びに契約書等に定めのない事項については発注者と協議し、業務完遂をめざし、積

極的に協力すること。 

 

１７．再委託等  

（１）受注者は、業務の全部を第三者に再委託することはできない。 

（２）受注者が業務の一部を第三者に再委託しようとする場合は、事前にその内容及び委託先の

名称、その他発注者が必要と求める事項を書面により報告のうえ、発注者の承認を得ること。 

（３）再委託に生じる全ての責任は、受注者が負うものとする。 

（４）再々委託は認めない。 

 

１８．第三者に及ぼした損害 

（１）業務の遂行に伴い、通常避けることのできない理由により第三者に及ぼした損害を補償し
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なければならないときは、発注者と受注者で協議してその負担額を定めるものとする。ただ

し、当該損害を防止するに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた

損害については、受注者の負担とする。 

（２）上記（１）に定めるもののほか、業務の遂行に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、受

注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべ

き理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 

（３）その他業務の遂行に当たり、第三者との間に紛争が生じた場合においては、双方が協力し

て処理解決に当たるものとする。 

（４）受注者は、上記に基づく損害が生じたときは、その事実の発生後、遅滞なくその状況を書

面をもって発注者に通知することとする。 

 

１９．その他  

その他、健康増進法や国が定める「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」

等の関係法令に変更があった場合は、変更内容に準じて実施すること。 

また、仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて協議するも

のとする。 

本業務は個人情報を取り扱う業務につき、別記「個人情報取扱注意事項」を遵守すること。 
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別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本事項） 

第１ 受注者は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情

報の保護に関する法律に基づき、当該事務の範囲内で個人情報の保護について、発注者と同様

の義務を負うものとする。 

（秘密の保持) 

第２ 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を発注者の承諾なく他人に知ら

せ、又はこの契約による事務以外に使用してはならない。 

２ 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契

約による事務に係る個人情報の内容を他人に知らせ、又はこの契約による事務以外に使用して

はならないことその他個人情報の保護に関する事項を周知しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （作業場所の指定） 

第３ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を発注者が指定する場所で処理しなければ

ならない。 

２ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所からこの契約による事務に

係る個人情報を持ち出してはならない。 

（厳重な保管及び搬送） 

第４ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事

故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送を行わなければならない。 

（個人情報の預託） 

第５ 発注者が受注者に対し個人情報を預託する際は、その授受を明確にするために、書面を取

り交わすものとする。 

（再委託の禁止） 

第６ 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者（受注

者の子会社を含む。）にその処理を委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得

た場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定による委託を受けたものは、委託を受けた事務の範囲内で、個人情報の

保護について発注者と同様の義務を負うものとする。 

（委託事務以外の利用等の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報

を当該事務の処理以外に利用し、又は受注者以外のものに提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第８ 受注者は、発注者が指示し、又は承諾した以外は、この契約による事務に係る個人情報を

複写し、又は複製してはならない。ただし、当該事務の個人情報を処理する過程で派生的に作

成される電子ファイルは複製とみなさない。 

（事故発生時の報告義務） 

第９ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあるこ

とを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が

終了し、又は解除された後においても、同様とする。 
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（個人情報の返還又は処分） 

第１０ 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人

情報を速やかに発注者に返還するものとし、この授受においては書面を取り交わし記録を残す

ものとする。この場合において、個人情報を処分する場合は、速やかにこれらを廃棄し、又は

消去し、その旨書面により発注者に報告するものとする。個人情報を出力した媒体又は複製物

がある場合も、同様とする。 

２ 第８ただし書に規定する当該事務の個人情報を処理する過程で派生的に作成される電子ファ

イルについても、前項と同様とする。ただし、発注者の承諾を得て保有することができる。 

（措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第１１ 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反したときは、契約の解除及び損害

賠償の請求をすることができるものとする。 

（検査の実施） 

第１２ 発注者は、受注者の個人情報の取扱状況につき調査し、報告を求め、又は必要な指示を

することができる。 

（その他） 

第１３ 受注者は、この個人情報取扱特記事項に定めるもののほか、個人情報の適正な管理のた

めに必要な処置を講じなければならない。 

 

 


